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2006年 2月 

皆様 
 

◆第 4回 新エネ利用特措法改正検討委員会のご案内◆ 
 

「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク（GEN） 
 
 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 今年度は、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（新エネ利用特措法、いわ

ゆる RPS法）の施行後 3年を経ての見直しの年にあたります。 
 私たち「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク（GEN）では、政府が行う見直しの動きなどに対
応して具体的な議論を行い提案・提言を出して行くための場として「新エネ利用特措法改正検討委員会」

を設け、自然エネルギー促進議員連盟のご協力のもと自然エネルギー事業者・電力会社・自治体・省庁・

NGOなどにご参加頂き議論を進めているところです。 
 今年度最後となる第 4回会合は、自然エネルギー導入の目標量・義務量（新エネ利用特措法（RPS法）
の利用目標量・基準利用量など）を中心テーマに取り上げ、下記の通り開催致します。 
 なお GENでは、本委員会の今年度の 4回の会合での議論を踏まえ、新エネ利用特措法見直し（改正）
の具体的な提案をまとめる予定です。 
 本委員会は、自然エネルギー政策にご関心のある方なら、どなたでも傍聴できます。 
 なお資料の部数など準備の関係から、傍聴を含めご参加者の人数を把握したいと思いますので、お手

数ですが、ご参加を希望される場合は 2月 28日（火）までに GEN事務局担当者（hata219@tiara.ocn.ne.jp）
までメールでお申し込み頂ければと思います。 
 それでは、多数の方々のご参加をお待ち致しております、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 
 ◆第 4回 新エネ利用特措法改正検討委員会◆ 
  ○日時：2006年 3月 2日（木）10:00～12:00 
  ○場所：衆議院第 1議員会館第 1会議室（東京都千代田区永田町 2-2-1） 
  ○主催：「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク（GEN） 
  ○協力：自然エネルギー促進議員連盟 
  ○進行案（予定）：・新エネルギー部会 RPS法小委員会など政府の検討状況など 
           ・自然エネルギー導入の目標量・義務量について 
             国会議員・政府・電力会社・自然エネルギー事業者などによる報告 
           ・質疑応答・議論 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
 本件に関するお問合せ先：「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク（GEN） 担当：畑 
              〒164-0001 東京都中野区中野 4-7-3 
              TEL：03-5318-3332、FAX：03-3319-0330 
              http://www.jca.apc.org/~gen/ 
 ☆お申込み先：メールアドレス→hata219@tiara.ocn.ne.jp ※2月 28日（火）までにお願い致します。  
（※なお、通常はメールを受信した時点でお申し込み完了とさせて頂き、当方からの返信は省略させて頂き
ます。お申し込みへの返信は万一ご参加頂けない場合のみ差し上げますので、ご理解頂ければ幸いです。） 


